
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年４月２日

【会社名】 ｕｎｂａｎｋｅｄ株式会社

（旧会社名　ＵＮＢＡＮＫＥＤ株式会社）

【英訳名】 unbanked inc.

（旧英訳名　UNBANKED,INC.）

（注）　2025年６月27日開催の第53期定時株主総会の決議によ

り、2025年７月１日から会社名を上記の通り変更いたし

ました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　安達　哲也

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号

【電話番号】 ０３（６４５６）２６７０（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　七條　利明

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号

【電話番号】 ０３（６４５６）２６７０（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　七條　利明

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】
 
その他の者に対する割当  

株式 458,941,100円

第３回新株予約権  

その他の者に対する割当 41,859,488円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額

 3,407,267,188円

（注）　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計

額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使され

たと仮定して算出された金額であり、行使価額が調整さ

れた場合には、新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額の合計額は増加又は減少する可能性がありま

す。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ

ない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合

には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額

は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　2026年３月26日に提出した有価証券届出書について、2026年３月30日付けで新株式及び第３回新株予約権の発行の差

止めの仮処分命令を求める申立てがなされたことに伴い、記載事項の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出

書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第４　その他の記載事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は下線で示しています。
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第一部【証券情報】

第４【その他の記載事項】
　　（訂正前）

　該当事項はありません。

 

　　（訂正後）

（株主による新株式及び新株予約権の発行の差止め仮処分命令の申立てについて）

　新株式及び本新株予約権の発行について、2026年３月30日付けで、以下のとおり、新株式及び第３回新株予約権発行

の差止仮処分命令の申立て（以下「本申立て」といいます。）がなされたことを確認いたしました。

 

１．本申立てをした株主の概要

(1） 名称 Ａｋａｔｓｕｋｉ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｗｏｒｋｓ株式会社

(2） 所在地 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号丸の内ビルディング９階

(3） 代表者の氏名 代表取締役　　大塚　郁人

(4） 事業内容 各種コンサルティング業他

(5） 資本金 金30万円

(6）
所有株式数

（所有比率）

1,140,471株

（所有比率：8.40％、議決権比率：8.50％）

　（注）１．所有株式数は、Ａｋａｔｓｕｋｉ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｗｏｒｋｓ株式会社が2026年３月17日付けで提出した

変更報告書No.4の保有株券等の数（総数）から信用買付株式数（185,000株）を除いた株式数を記載してお

ります。

２．所有比率及び議決権比率は、2025年10月31日現在の発行済株式総数（13,570,982株）、総議決権数

（134,213個）を基に計算しております。

 

２．本申立ての概要

(1）本申立てがなされた裁判所

東京地方裁判所

 

(2）本申立ての対象

　2026年３月26日開催の当社取締役会において決議した、第三者割当増資による新株式（1,621,700株）及び新

株予約権（118,919個）の発行を仮に差し止める仮処分の申立て。

 

(3）本申立ての理由

　当社が受領した「募集株式発行及び新株予約権発行差止仮処分命令申立書」によれば、本第三者割当増資は、

当社の現経営陣が、臨時株主総会における取締役解任決議（注）の成立を阻止するために行うものであって、

「著しく不公正な方法による発行に該当する」とのことであります。

（注）　2026年１月28日付で株主であるＡｋａｔｓｕｋｉ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｗｏｒｋｓ株式会社から、当社取

締役（監査等委員である取締役３名を含む）５名の解任を議案とする臨時株主総会の招集請求が届いて

おります。詳細は、2026年１月30日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」をご

参照ください。
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３．今後の見通し

　新株式及び第３回新株予約権の発行は、当社グループにおける既存事業の収益力強化および成長投資（事業基

盤の拡充やグループ体制の強化を含む）に必要な資金を調達することを目的とするものであります。

　具体的には、当社子会社であるクラウドバンク・フィナンシャルサービス株式会社、クラウドバンクキャピタ

ル株式会社及び日本クラウド証券株式会社の事業資金並びに当社の金地金事業に係る資金に充当する予定であり

ます。

　当社は、これらの資金需要に対し、資本市場から機動的かつ柔軟に資金調達を行うことが適切であると判断

し、本新株予約権の発行を実施いたしました。

　以上のとおり、当社といたしましては、本申立てが認められる理由はないと考えており、弁護士と相談の上で

適切な対応方法において、正当性・適法性を主張・立証し対処してまいりますが、本申立てを認める決定がなさ

れ、これが払込期日までに取り消されない場合には、新株式及び第３回新株予約権の発行は中止されます。中止

となった場合には、現在想定している時期及び金額での資金調達並びに「第１部　証券情報　第１　募集要項　

５　新規発行による手取金の使途　(2）手取金の使途」に記載の資金充当ができず、当社の事業、財政状態及び

経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

以上
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